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■法人概要
税理士法人チェスター
代表社員 福留 正明(公認会計士/税理士）

荒巻 善宏(公認会計士/税理士）
所員総数：130名（平成30年6月末）
拠点：東京、新宿、横浜、名古屋、大阪
実績：累計3000件以上の相続案件を取扱い

平成29年度実績 1,008件
特徴：相続税・事業承継専門

メディア取材実績等多数

出身：埼玉県加須市
資格：税理士

1級ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ技能士

2002年法政大学経営学部経営学科卒。都内会計

事務所を経たのち、辻・本郷税理士法人にてメガ
バンク・地銀案件に係る事業承継、資本政策、相
続税等のコンサルティング業務に従事。そのお客
様は上場企業オーナーから、中堅・中小企業オー
ナーまで幅広い。また、コンサルティング会社に
おける業務監査、税務相談顧問、事業承継セミ
ナー講師も従事。

現在、税理士法人チェスター相続事業承継部部
門長に就任。事業承継・資本政策業務の専門家と
して活動している。
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自己紹介



本日の解説内容

１.事業承継の現状と事業承継税制の概要

２.新事業承継税制の解説

①「特例承継計画」

②「先代経営者等」

③「後継者」

④「雇用確保要件」

⑤「事業継続困難による免除」

３.ケーススタディ

Copyright © 2018  税理士法人チェスター All Rights Reserved

2



事業承継の現状

２０２５年頃までに７０歳（平均引退年齢）超の経営者・・・約２４５万人
このうち、後継者未定の経営者・・・約１２７万人

出典：平成30年度税制改正に関する経済産業省要望【概要】
http://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2018/zeisei_r/pdf/1_02.pdf
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事業承継税制の改正と認定件数
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平成21年の創設時から
段階的に緩和

⇓
それでも

年間500件程度
（平成27年）

⇓
10年間を限定とした

抜本的拡充措置
円滑な世代交代を
促す集中期間

出典：平成29年度税制改正に関する経済産業省要望【概要】http://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2017/zeisei_r/pdf/1_02.pdf

出典：平成30年度税制改正の解説 https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2018/explanation/pdf/p0586-0645.pdf
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事業承継税制の概要

先代経営者
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ａ
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生前に譲らない
先代経営者死亡

後継者死亡

生前に譲らない

5年間事業継続※

株式継続保有
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贈与税
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5年間事業継続

株式継続保有
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ａ 生前に譲らない
相続税

の免除

ｂ

ｃ

ｄ

5年間事業継続

株式継続保有

生前に譲らない場合 ➡ ａ～ｄ（相続税の納税猶予）

生前に譲りたい場合 ➡ イ～ホ（贈与税の納税猶予）

相続税

の免除

5年間事業継続※

5

納税猶予・免除制度（全体像） ①先代経営者から
⇓

②中小企業者である
自社株式を

⇓
③後継者は贈与・相続され

⇓
④事業継続している場合

⇓
⑤贈与税・相続税を猶予

⇓
⑥要件を満たせば免除
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出典：国税庁HP「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除（事業承継税制）のあらまし（平成30年4月）」



☑ 中小企業基本法上の中小企業者である

☞　認定会社及びその特定特別関係会社である

特例有限会社、持株会社が対象 ・国債、地方債、有価証券

業種分類 資本金等額上限 従業員数上限 　※資産管理会社でない特別子会社

製造業他 3億円 300人 　　の株式等を除く。

卸売業 1億円 100人 ・自社利用でない不動産

小売業 5千万円 50人 ・ゴルフ会員権、リゾート会員権

サービス業 5千万円 100人 ・書画骨董、貴金属、宝石等

・現預金、代表者その他同族関係者

☑ 常時使用従業員数が1名以上 　への貸付金

☞　一定の外国会社を有する場合等は5名以上

⑴ 社会保険の被保険者 ☑ 常時使用従業員数5名以上（生計一親族はNG）

⑵ 2か月以上の雇用契約で75歳以上の者 ☑ 3年以上の事業実績

☑ 総収入金額が0円の会社に該当しない（営業外収益及び特別利益を除く） ☞　3年以上継続して対価を得て行われる

☑ 上場会社等でない 　　資産の販売・貸付、役務の提供を行っている

☞　認定会社・特定特別関係会社が対象 　　　※同族関係者への貸付は対象とならない

☑ 風俗営業会社でない ☑ 所有または賃貸

☞　パチンコ・ゲームセンター・バー・キャバレー等は可 ☞　本社、事業所、工場など従業員が勤務するための物件

☞　認定会社・特定特別関係会社が対象

☑ 資産管理会社でない（または事業実態要件を満たす）

事

業

実

態

要

件

親族可／役員不可（使用人兼務役員除く）

対

象

と

な

る

中

小

企

業

ま
た
は

総資産に占める

特定資産の割合

（資産保有型）

70％未満

売上に占める特定資

産運用収入の割合

（資産運用型）

資産管理会社でない

75％未満

70％以上

75％以上

資
産
管
理
会
社
に
該
当

要件をすべて満たす

それ以外

資
産
管
理
会
社
の
判
定

特定資産とは？
資産管理会社とは？

事業承継税制の概要

中小企業者とは？

6

Copyright © 2018  税理士法人チェスター All Rights Reserved



新事業承継税制の解説

30年度税制改正内容
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一般措置 特例措置

2018年4月1日から2023年3月31日までに

都道府県庁に提出（5年間）

※この5年間は、贈与・相続後での提出可

2018年1月1日から2027年12月31日までの

贈与・相続（10年間）

発行済議決権株式総数の 発行済議決権株式総数の

3分の2まで 全株式

※後継者の既に保有していた分を含む

猶予対象割合 贈与：100％・相続：80％ 贈与：100％・相続：100％

弾力的運用（実質撤廃）

※満たせなかった理由を記載し、認定支援機関の

確認を受けて都道府県に理由を報告

※理由が経営悪化または正当なものと認められな

い場合、認定支援機関の指導・助言が必要

承継パターン 複数の株主　⇒　後継者1名限定 複数の株主　⇒　後継者3名まで

承継時の株価をもとに

贈与税・相続税が課税

その時点の株式価値をもとに

税額を再計算し差額を減免

※譲渡・合併の対価または残余財産の額が

税額を下回る場合のみ差額を減免

※業績について一定の要件（業績悪化等）あり

相続時精算課税 贈与者の子・孫が対象 贈与者の子・孫以外も対象

特例承継期間後に

譲渡・合併等・清算した場合

維持できない場合は納税猶予打ち切り

特例承継計画の提出

贈与・相続の時期

―

―

対象株式数

雇用確保要件

（5年間平均8割）



手続き（贈与税の納税猶予）

事業承継税制の概要
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報告基準日

3/15

計画提出（  5年以内）

贈与実行（10年以内）
認定・申告

猶予期間

特例/経営承継期間（5年間） 5年経過後～免除・取消まで

10/15

贈与日

申請基準日 報告基準日

3/15
1/1～10/15

10/16～12/31

2018年4月1日から

2023年3月31日までに

「特例承継計画」を提出

（認定は期間外OK）

2018年1月1日から

2027年12月31日までに

①代表交代

②贈与

都道府県庁 都道府県庁

税務署

贈与の翌年1月15日までに

認定申請

⇒審査・認定書の交付

贈与の翌年3月15日までに

申告書提出・担保の提供

※認定書の写しが必要

認定

申請

申告

都道府県庁

税務署

報告基準日から3か月以内に

「年次報告書」を提出

⇒要件維持の確認

確認書の交付

報告基準日から5か月以内に

「継続届出書」を提出

※確認書の写しが必要

年1回

確認

年1回

届出

税務署

報告基準日から3か月以内に

「継続届出書」を提出

3年に1回

届出先代 後継者



手続き（相続税の納税猶予）

事業承継税制の概要
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相続開始の日の翌日から5か月を

経過する日

相続税申告書期限後の翌日から1年を

経過するごとの日

計画提出（  5年以内）

相続発生（10年以内）
認定・申告

猶予期間

特例承継期間（5年間） 5年経過後～免除・取消まで

申請基準日 報告基準日 報告基準日

相続税申告書期限後の翌日から1年を

経過するごとの日

2018年4月1日から

2023年3月31日までに

「特例承継計画」を提出

（認定は期間外OK）

2018年1月1日から

2027年12月31日までに

①相続する

②相続から5か月以内に代表就任

都道府県庁 都道府県庁

税務署

相続開始から8か月以内に

認定申請

⇒審査・認定書の交付

相続開始から10か月以内に

申告書提出・担保の提供

※認定書の写しが必要

認定

申請

申告

都道府県庁

税務署

報告基準日から3か月以内に

「年次報告書」を提出

⇒確認書の交付

報告基準日から5か月以内に

「継続届出書」を提出

※確認書の写しが必要

年1回

確認

年1回

届出

税務署

報告基準日から3か月以内に

「継続届出書」を提出

3年に1回

届出

報告基準日から3か月以内に

「年次報告書」を提出

⇒要件維持の確認

確認書の交付

先代 後継者



猶予税額の計算（贈与税の納税猶予）

事業承継税制の概要
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自社株式　3億円

その他　　1億円

自社株式　3億円

その他の

財産
贈与税A

猶予対象株式 贈与税B

贈

与

財

産

猶

予

対

象

株

式

猶予対象株式

暦年課税の場合 相続時精算課税の場合

212.995百万円 75百万円

（4億円－110万円）×55％－640万円 （4億円－2,500万円）×20％

20

百万円
55百万円A　－　B

計4億円

157.995百万円

（3億円－110万円）×55％－640万円

55百万円

（3億円－2,500万円）×20％

55

百万円
157.995百万円猶予税額

納付

税額



猶予税額の計算（相続税の納税猶予）

事業承継税制の概要
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※上記は、相続人2人（配偶者なし）のケースです。

財産合計　8億円【6億円】

通常の相続の場合

105.84百万円

贈与税の納税猶予からの切替えの場合

相

続

財

産

相続税A
295百万円 197.1百万円

兄：221.25百万円 弟：73.75百万円 兄：131.4百万円 弟：65.7百万円
後継者の財産

その他の

相続人の財産

兄：40.14百万円 弟：65.7百万円

175百万円

兄：175百万円

120百万円

弟：73.75百万円

175百万円

兄：175百万円

猶

予

対

象

株

式

91.26百万円

兄：91.26百万円

91.26百万円

兄：91.26百万円兄：46.25百万円
猶予税額

納付

税額

猶予対象株式分

のみの相続税額B

A　－　B

後継者の

猶予対象株式のみ

その他の

相続人の財産

財産合計　7億円【5億円】

自社株式　5億円

その他　　1億円

後継者分

6億円

【4億円】

【贈与時：3億円】

その他の相続人分　　   　2億円2億円

その他の相続人分　　   　2億円

自社株式　5億円 後継者分

5億円

【3億円】

【贈与時：3億円】



納税猶予継続要件（打切り事由）

申告期限から

5年間
5年経過後 切替確認時

常時使用従業員数が1名を下回ることとなった

※一定の外国会社を有する場合は5名

資産管理会社に該当する場合に、常時使用従業員数が5名を下回ることとなった × × ×

5年平均従業員数が承継時の従業員数の8割を下回った 弾力的運用 － －

後継者が代表者を退任した

※身体障がい者手帳の交付を受けた場合を除く

後継者が対象株式の全部または一部を譲渡した × 一部/減免あり －

後継者が同族関係者と合わせて50％超の議決権を有さなくなった × 可 ×

後継者が同族関係者内で筆頭株主でなくなった × 可 ×

対象株式の議決権に制限が加えられた × 可 －

後継者以外の者が黄金株を有することになった × 可 －

先代経営者が再び代表権を有することとなった × 可 ×

年次報告書や継続届出書の提出をしない、または虚偽の報告をした × × －

納税猶予の適用をやめる旨の届出をした × × －

納税猶予の打切り事由（取消事由）

従

業

員

数

代

表

者

等

手

続

×明記なし明記なし

×可×

事業承継税制の概要

12

Copyright © 2018  税理士法人チェスター All Rights Reserved

打切り事由に該当した場合、納税猶予額＋利子税を合わせて納付します。



納税猶予継続要件（打切り事由）

申告期限から

5年間
5年経過後 切替確認時

資産管理会社（資産保有型会社／資産管理型会社）となった

※事業実態要件に該当する場合には可

総収入金額（売上高）が0円となった

※営業外利益及び特別利益を除く

中小企業基本法上の中小企業でなくなった 可 可 可

上場会社になった × 可 可

特定特別子会社が上場会社になった 可 可 可

風俗営業会社になった、または特定特別子会社が風俗営業会社になった × 可 ×

会社分割をした

※吸収分割承継会社等の株式等を配当財産とする剰余金の配当があった場合に限る

組織変更をした

※当該会社の株式等以外の財産の交付があった場合に限る

※組織再編を行った場合であっても、実質的な事業継続が行われているときには認定を継続

合併により消滅した

※適格合併等を除く

株式交換等により完全子会社となった

※適格株式交換等を除く

会社を解散した × 減免あり －

減資、準備金の減少をした

※無償減資及び欠損填補目的等を除く

会

社

に

関

す

る

要

件

納税猶予の打切り事由（取消事由）

× 減免あり －

× × －

× 一部 －

× 減免あり －

－一部×

× × ×

× × ×

事業承継税制の概要
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納税猶予が免除される場合

※贈与税は免除、その後は、

⇒相続税の納税猶予（切替確認要）

⇒通常の相続税納付

次の後継者へ引継ぎ ※次の後継者が対象株式を引継ぎ、納税猶予の認定を受けた場合

後継者死亡 ※贈与の場合には、贈与者よりも先に

会社の倒産 ※申告期限から5年間経過後に倒産した場合

先代経営者等（贈与者）の死亡贈与税のみ

贈与税・相続税共通

事業承継税制の概要

14
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新事業承継税制の解説（特例承継計画）

特例承継計画

15
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point

1

point

2

point

4

point
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新事業承継税制の解説（特例承継計画）

特例承継計画

16
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新事業承継税制の解説（特例承継計画）

特例承継計画

17
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【提出について】
◆２０２３年３月３１日までに計画書を提出し、都
道府県知事の「確認」を受ける必要があります。

◆計画書の提出には「経営革新等支援機関」による
所見が必要となります。

◆２０２３年３月３１以前に（相続・贈与の）認定
申請をする場合には、認定申請と同時に提出する
ことも可能です。
※当然ですが、認定申請後の計画書提出は不可で
す。

◆計画に重大な変更がある場合には、変更後の計画
について認定支援機関の指導・助言を受けたうえ
で、変更申請を行います。
※重大な変更…後継者、後継者の人数、大幅な事

業計画の変更など

◆特例承継計画を提出した場合でも、特例制度期間
内に贈与・相続がなかったとしてもペナルティは
ありません。

point

5



新事業承継税制の解説（先代経営者等）

先代経営者等

18

☑ 代表権を有していたこと

☑ 先代経営者グループで50％超の議決権を有しており、

かつ、後継者を除き同グループの中で筆頭株主であったこと

☑ 贈与時までに代表者を退任すること

☑ 相続時精算課税制度を併用する場合には、60歳以上であること

☑ 特例承継期間内の贈与・相続であること

　※例：母親、兄弟、親族外株主

先

代

経

営

者

《贈与の場合の追加要件》

オ

ー

ナ

ー

上記

以外

【先代経営者等について】
◆先代経営者等には、オーナー（先代経営者）のほか、その他の株主も含まれ、それぞれの相続・贈与
について、納税猶予の対象となります。
先代経営者について行う最初の相続・贈与 ＝ 「第一種」特例贈与・相続
先代以後、追加で行う相続・贈与 ＝ 「第二種」特例贈与・相続

◆「第一種」特例相続・贈与の後であれば、「第二種」特例相続・贈与が可能です。ただし、「第二
種」は「第一種」の特例承継期間内に限ります。

◆先代経営者は、都道府県知事の確認を受けた特例承継計画に係る「特例代表者」です。

◆先代経営者等についての改正は、いわゆる「一般措置」も同様の改正が行われています。

Copyright © 2018  税理士法人チェスター All Rights Reserved



☑ 代表権を有していること

【贈与】贈与時

【相続】相続開始後5か月以内

☑ 特例承継計画に後継者として記載されていること

☑ 贈与・相続時において、後継者グループで50％超の議決権を有すること

☑ 同族関係者の中で筆頭株主であること

☑ 各人が総議決権数の10％以上を有すること

☑ 筆頭要件は、後継者2名の場合には上位2位以内、3名の場合には上位3位以内

☑ 黄金株を発行している場合、後継者がこれを保有していること

☑ 20歳以上である

☑ 贈与の日まで継続して3年以上役員実績あり

☑ 相続開始の直前において役員であったこと（被相続人が60歳未満での死亡を除く）

後

継

者

《後継者が複数の場合（3名まで）》

《贈与の場合の追加要件》

《相続の場合の追加要件》

新事業承継税制の解説（先代経営者等）

後継者

19

【後継者について】
◆後継者が複数人の場合には、後継者ごとに要件充足を判定します。

◆特例後継者が事業承継税制の適用を受けた後は、その後継者を変更することはできません。
（まだ、贈与・相続を受けていない後継者がいる場合には、その後継者は変更可能です。）
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新事業承継税制の解説（雇用確保要件）

雇用確保要件（例：贈与の場合）

20

【雇用確保要件について】
◆従前制度では、５年間で平均８割の雇用維持ができなかった場合には、認定取り消し
⇒ 認定取り消しに代えて、雇用減少の理由について都道府県に報告を行わなければなりません。

◆その理由について、経営状況の悪化あるいは正当ではない理由によるものの場合には、認定支援機関の
指導・助言を行う必要があります。

◆継続届出書には、当該「報告書の写し」及び都道府県知事の「確認書の写し」を添付します。

出典：中小企業庁HP「認定支援機関向け記載マニュアル」
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2018/180402shou

keizeisei.htm
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新事業承継税制の解説（雇用確保要件）

21
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報告書（様式27）

point

1



新事業承継税制の解説（雇用確保要件）

22
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報告書（様式27）

point

2

point

3



新事業承継税制の解説（事業継続が困難な事由による免除）

23
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事業継続が困難な事由による免除

【事業継続が困難な事由による免除】
◆特例承継期間経過後に、猶予対象で
ある株式を譲渡等した場合、その対
価の額をもとに再計算した納税猶予
額と、当初の猶予額との差額につい
ては、免除されます。

◆この規定は、「事業継続が困難な事
由」に該当した場合のみ適用されま
す。

◆原則として、再計算による納税猶予
額は、譲渡時の相続税評価額の1/2相
当額を下限とします。

◆上記1/2相当額を下回る譲渡対価の場
合、譲渡後2年を経過した日において、
一定の取り扱いが行われます。

事業継続が困難な事由とは

【特例認定承継会社について、次のいずれかに該当する場合】

□ 直前の事業年度終了の日以前3年間（※2）のうち2年以上、赤字である場合

□ 直前の事業年度終了の日以前3年間（※2）のうち2年以上、

売上高が、その年の前年の売上高に比して減少している場合

□ 直前の事業年度終了の日における有利子負債の額が、

その日の属する事業年度の売上高の6月分に相当する額以上である場合

□ その事業が属する業種に係る上場会社の株価（直前の事業年度終了の日

以前1年間の平均）が、その前年1年間の平均より下落している場合

□ 特例後継者が経営を継続しない特段の理由（心身の故障等）があるとき

※２ 一定の場合には、その期間が異なります。

※1 譲渡前5年間に後継者及びその同族関係者に対して支払われたもの

【譲渡】【承継時】

当初の

納税猶予額

特例承継期間

（再計算後）

納税猶予額

配当・過大役員給与※1

免除額

特例承継期間経過後



ケーススタディ
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親族内承継その１

先代

A社

長男自社株

100％

【ケース１】
・先代に相続が発生。
・Ａ社後継者は長男で満場一致。
・その他の遺産分割協議は難航し、Ａ社
株式を含むすべての遺産分割は、相続
税の申告期限直前で確定。

・急ぎ、分割協議書を作成するとともに、
Ａ社株式については納税猶予を申請。

【参考：東京都産業労働局 事業承継税制に係る添付書類（一部抜粋）】

５．相続及び相続税に関する書類
（１）遺言書の写し又は遺産分割協議書の写しその他当該株式の取得の事実を証する書類
（２）申請会社の相続対象株式に係る相続税の見込額を記載した書類（相続税申告書の第１表、第８の２表及びその付表、第１１表でも可）

（出典：東京都産業労働局HP http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/chushou/shoko/keiei/jigyoshokeizeisei/ ）

http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/chushou/shoko/keiei/jigyoshokeizeisei/


ケーススタディ
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親族内承継その２

【ケース２】
・先代は、４０％のＡ社株式を保有。
・残りは、子が持株会社を通じて保有。
・先代の保有株式については、子へ贈与。

先代

A社

子

持株会社

自社株

60％40％

100％

【措令第四十条の八の五（一部抜粋）】
法第七十条の七の五第一項に規定する非上場株式等を有していた個人として政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。

一 次に掲げる…

（途中省略）
ロ 当該贈与の直前（当該個人が当該贈与の直前において当該特例認定贈与承継会社の代表権を有しない場合には、当該個人が当該代表権を有していた期間内のいずれかの時及
び当該贈与の直前）において、当該個人が有する当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数が、当該個人と法第七十条の七の五第二項第六号ハに規定する特別
の関係がある者（当該特例認定贈与承継会社の同号に規定する特例経営承継受贈者（以下この条において「特例経営承継受贈者」という。）となる者を除く。）のうちいずれの
者が有する当該非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。
（途中省略）
14 第四十条の八第十一項の規定は、法第七十条の七の五第二項第六号ハ及び第十二項各号並びに同条において準用する法第七十条の七に規定する政令で定める特別の関係があ
る者について準用する。

【措令第四十条の八（一部抜粋）】
１１ 法第七十条の七第二項第三号ハに規定する当該個人と政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。
一 当該代表権を有する者の親族
（途中省略）
六 次に掲げる会社
イ 当該代表権を有する者（当該円滑化法認定を受けた会社及び前各号に掲げる者を含む。以下この号において同じ。）が有する会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該
会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数である場合における当該会社



ケーススタディ
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親族内承継その３

先代

A社

妻

子自社株

100％

【ケース３】
・先代はすでに逝去し、株式は妻が相続。
・後継者は子であり、相続と同時に代表
取締役としてＡ社を経営。

・妻が相続したＡ社株式を子へ贈与。
※妻は代表者になったことはない。

【措令第四十条の八の五（一部抜粋）】
法第七十条の七の五第一項に規定する非上場株式等を有していた個人として政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。

一 次号に掲げる場合以外の場合 法第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る贈与の時前において、同条第二項第一号に規定する特例認定贈与承継会社（以下この条におい
て「特例認定贈与承継会社」という。）の代表権（制限が加えられた代表権を除く。イ及びロにおいて同じ。）を有していた個人で、次に掲げる要件の全てを満たすもの
…



ケーススタディ
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親族内承継その４

先代

A社

妻

子自社株

40％

【ケース４】
・今年、先代から子へ贈与。
・翌年、妻から子へ贈与。

※１子が代表者をやめると言い出した場合
※２先代が我慢できず代表者に戻った場合60％

【措法第七十条の七（一部抜粋）】
（途中省略）
３ 経営贈与承継期間内に第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等（合併により当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が消滅
した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象受贈非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるもの。以下この条において同じ。）に係る認定贈与承継会社に
ついて次の各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める日から二月を経過する日（当該各号に定める日から当該
二月を経過する日までの間に当該経営承継受贈者が死亡した場合には、当該経営承継受贈者の相続人（包括受遺者を含む。以下この条において同じ。）が当該経営承継受贈者の
死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日）をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
一 当該経営承継受贈者がその有する当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の代表権を有しないこととなつた場合（当該代表権を有しないこととなつたことについ
て財務省令で定めるやむを得ない理由がある場合を除く。） その有しないこととなつた日（途中省略）
（途中省略）
十七 前各号に掲げる場合のほか、経営承継受贈者による対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の円滑な事業の運営に支障を及ぼすおそれがある場合として政令で定め
る場合 政令で定める日

【措令第四十条の八（一部抜粋）】
２５ 法第七十条の七第三項第十七号に規定する政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項第十七号に規定する政令で定める日は当該各号に掲げる場合の区分に応じ
当該各号に定める日とする。
（途中省略）
四 対象受贈非上場株式等に係る贈与者が当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の代表権を有することとなつた場合 その有することとなつた日
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親族内承継その５

兄

A社

弟
兄の子

弟の子

自社株

【ケース５】
兄弟ともに代表者であり、それぞれ後継者として子供がいる。

①兄の子と弟の子へそれぞれ均等に贈与を検討。
②兄の株式は、兄の子へ。弟の株式は、弟の子へそれぞれ贈与を検討。
③兄の株式は、兄の子へ。弟の株式は、相続税評価額よりも低い価額で兄の子へ譲渡。
④兄の子と弟の子へ無事に贈与終了（納税猶予を適用）したが、その後経営方針について意見
が食い違い、結果として、分割型分割によりＡ社を２つにし、それぞれの会社を運営することにした。

60％ 40％
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【措令第四十条の八（一部抜粋）】
法第七十条の七の五第一項に規定する非上場株式等を有していた個人として政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。

一 次号に掲げる場合以外の場合 法第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る贈与の時前において、同条第二項第一号に規定する特例認定贈与承継会社（以下この条におい
て「特例認定贈与承継会社」という。）の代表権（制限が加えられた代表権を除く。イ及びロにおいて同じ。）を有していた個人で、次に掲げる要件の全てを満たすもの
（途中省略）
二 法第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る贈与の直前において、次に掲げる者のいずれかに該当する者がある場合 特例認定贈与承継会社の非上場株式等を有していた
個人で、同項の規定の適用に係る贈与の時において当該特例認定贈与承継会社の代表権を有していないもの
イ 当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等について、法第七十条の七の五第一項、第七十条の七の六第一項又は第七十条の七の八第一項の規定の適用を受けている者
（以下略）
【措法第七十条の七の五（一部抜粋）】
（途中省略）
二 特例経営承継受贈者が二人又は三人である場合 当該贈与後におけるいずれの特例経営承継受贈者の有する当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等の数又は金額が当該特
例認定贈与承継会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の十分の一以上となる贈与であつて、かつ、いずれの特例経営承継受贈者の有する当該特例認定贈与承継会社の非上場
株式等の数又は金額が当該特例贈与者の有する当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等の数又は金額を上回る贈与
（途中省略）
２ この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
六 特例経営承継受贈者
（途中省略）
ハ 当該贈与の時において、当該個人及び当該個人と政令で定める特別の関係がある者の有する当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数の合計が、当該特例
認定贈与承継会社に係る総株主等議決権数（総株主（株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。）又は総社員の
議決権の数をいう。ニ(2)、次条及び第七十条の七の八において同じ。）の百分の五十を超える数であること。
ニ 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める要件を満たしていること。
(1) 当該個人が一人の場合 当該贈与の時において、当該個人が有する当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数が、当該個人とハに規定する政令で定める特
別の関係がある者のうちいずれの者（当該個人以外の前項、次条第一項又は第七十条の七の八第一項の規定の適用を受ける者を除く。(2)において同じ。）が有する当該特例認定
贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。
(2) 当該個人が二人又は三人の場合 当該贈与の時において、当該個人が有する当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数が、当該特例認定贈与承継会社の総
株主等議決権数の百分の十以上であること及び当該個人とハに規定する政令で定める特別の関係がある者のうちいずれの者が有する当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等に
係る議決権の数をも下回らないこと。

【措置法通達70の7の5-10】
（途中省略）
（注１）同号ニ⑴又は⑵のいずれの場合に該当するかは、同一の特例贈与者から同一の特例認定贈与承継会社の非上場株式等を同上第１項の規定の適用に係る贈与により取得し
た個人の数によることに留意する。
（注２）同号ハ及びニにの要件の判定は、同号の贈与直後の株主等の構成により行うのであるが、同号ニ⑵に掲げる場合に該当する場合において、同号の贈与が異なる時期に行
われたときには、同号二⑵に定める要件のうち「当該個人とハに規定する政令で定める特別の関係がある者のうちいずれの者が有する当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等
に係る議決権の数をも下回らないこと」の判定における特例贈与者の有する議決権の数については、当該贈与のうち最後に行われた贈与直後に有する議決権の数によることに留
意する。
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【措法第七十条の七（一部抜粋）】
（途中省略）
３ 経営贈与承継期間内に第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等（合併により当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が消滅
した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象受贈非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるもの。以下この条において同じ。）に係る認定贈与承継会社に
ついて次の各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める日から二月を経過する日（当該各号に定める日から当該
二月を経過する日までの間に当該経営承継受贈者が死亡した場合には、当該経営承継受贈者の相続人（包括受遺者を含む。以下この条において同じ。）が当該経営承継受贈者の
死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日）をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
（途中省略）
七 第五項の表の第五号の上欄又は同表の第六号の上欄に掲げる場合 それぞれ同表の第五号の下欄又は同表の第六号の下欄に掲げる日
（途中省略）
５
（途中省略）

五 当該認定贈与承継会社が会社分割をした場合（当該会社分割に際して吸収分割承継会社等（会社法第七百五
十七条に規定する吸収分割承継会社又は同法第七百六十三条第一項に規定する新設分割設立会社をいう。）の株
式等を配当財産とする剰余金の配当があつた場合に限る。）

（省略） （省略）
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親族外承継

少数
株主

A社

同族外
甲

先代の
妻

自社株

先代の
娘

先代

32％ 68％

【ケース６】
・先代は６０％を保有、他は同族外（いずれも５％未満）の株主。
・後継者は同族外の甲氏（保有株式なし）で決定。

①先代の株式を同族外の甲氏へすべて贈与。
②先代は１株を残し黄金株に、それ以外は甲氏へすべて贈与。
③同族外の甲氏には５０％、その他先代の妻と娘へ９％ずつ贈与。
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【法第七十条の七の五（一部抜粋）】
（途中省略）
２ この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
六 特例経営承継受贈者
（途中省略）
ハ 当該贈与の時において、当該個人及び当該個人と政令で定める特別の関係がある者の有する当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数の合計が、当該特例
認定贈与承継会社に係る総株主等議決権数（総株主（株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。）又は総社員の
議決権の数をいう。ニ(2)、次条及び第七十条の七の八において同じ。）の百分の五十を超える数であること。
ニ 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める要件を満たしていること。
(1) 当該個人が一人の場合 当該贈与の時において、当該個人が有する当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数が、当該個人とハに規定する政令で定める特
別の関係がある者のうちいずれの者（当該個人以外の前項、次条第一項又は第七十条の七の八第一項の規定の適用を受ける者を除く。(2)において同じ。）が有する当該特例認定
贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。
(2) 当該個人が二人又は三人の場合 当該贈与の時において、当該個人が有する当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数が、当該特例認定贈与承継会社の総
株主等議決権数の百分の十以上であること及び当該個人とハに規定する政令で定める特別の関係がある者のうちいずれの者が有する当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等に
係る議決権の数をも下回らないこと。
（途中省略）
３ 経営贈与承継期間内に第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等（合併により当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が消滅
した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象受贈非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるもの。以下この条において同じ。）に係る認定贈与承継会社に
ついて次の各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める日から二月を経過する日（当該各号に定める日から当該
二月を経過する日までの間に当該経営承継受贈者が死亡した場合には、当該経営承継受贈者の相続人（包括受遺者を含む。以下この条において同じ。）が当該経営承継受贈者の
死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日）をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
一 当該経営承継受贈者がその有する当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の代表権を有しないこととなつた場合（当該代表権を有しないこととなつたことについ
て財務省令で定めるやむを得ない理由がある場合を除く。） その有しないこととなつた日
（途中省略）
十七 前各号に掲げる場合のほか、経営承継受贈者による対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の円滑な事業の運営に支障を及ぼすおそれがある場合として政令で定め
る場合 政令で定める日

【措令第四十条の八（一部抜粋）】
２５ 法第七十条の七第三項第十七号に規定する政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項第十七号に規定する政令で定める日は当該各号に掲げる場合の区分に応じ
当該各号に定める日とする。
一 対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が発行する会社法第百八条第一項第八号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を当該認定贈与承継会社に係る経営承
継受贈者以外の者が有することとなつたとき その有することとなつた日
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納税猶予制度以外の対策は？

出典：国税庁HP 「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除（事業承継税制）のあらまし（平成30年4月）」

株価が高くなることで、

納税猶予を受けない相続人の納税
額に影響がでる可能性

注）子２人が相続したケース
相続財産のうち、現金・土地は子２人が折半。
非上場株式は、兄が取得し、納税猶予制度を適用。
その他税額軽減等の特例は適用せず。

やはり対策は必要！

【株価の違いによる納税額（比較）】 〈単位：千円〉

種　　　類 株価1億円 株価3億円

現　　　金 100,000 100,000

土　　　地 100,000 100,000

非上場株式 100,000 300,000

（財産総額） 300,000 500,000

（相続税総額） 52,500 70,200

うち兄 29,433 39,780

うち弟 23,067 30,420
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新事業承継税制をお勧めするケース

☞「後継者あり」で「独り立ち」もできる状況
※「５年以内に」後継者候補（特例承継計画の提出期限）
※贈与の納税猶予は役員任期３年以上の後継者
※「独り立ち」は１０年以内

☞オーナーはリタイアしてもよい考えをもっている！
※少なくとも「代表取締役」は降りてもらわないとダメ。

☞株主構成がシンプル、かつ、友好的である
※直系血族間での贈与・相続。（そして、これからも）

☞いわゆる「一般」事業を今後も継続する予定である
※資産管理会社は原則として納税猶予対象外
※すでに事業縮小が予定されている場合
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新事業承継税制の適用に注意を要するケース

☞後継者がいない、やる気がない、続けられるか不安だ。
※Ｍ＆ＡやＭＢＯを検討する必要あり
※後継者の理解は必ず必要です。
※この制度は、代々に渡る事業承継をサポートする制度です。

☞オーナーがまだリタイアしたくない
※リタイアするように説得・・・我々はできません！
※代表権を残したまま、財産対策だけできないか？

☞株式が分散・敵対的株主のシェアが多い
※株式が分散している（集約が必要）
※贈与・相続前では、一族で過半数が必要
※遺留分を手当てできるか？

☞いわゆる「一般」事業を継続するのか？
※事業会社⇒将来、やめて資産管理会社にしたい
※減資・会社分割
※特に、贈与・相続後５年以内のスケジュールは要確認



MEMO

36

Copyright © 2018  税理士法人チェスター All Rights Reserved



MEMO

37

Copyright © 2018  税理士法人チェスター All Rights Reserved



MEMO

38

Copyright © 2018  税理士法人チェスター All Rights Reserved



MEMO

39

Copyright © 2018  税理士法人チェスター All Rights Reserved



相続税・事業承継のご相談はお気軽に

税理士法人チェスター
従業員数：130名

【 東 京 本 店 】
〒103-0022

東京都中央区日本橋室町3-4-7

ヒューリック日本橋室町ビル10階

【 新 宿 事 務 所 】
〒163-0703

東京都新宿区西新宿2-7-1

小田急第一生命ビル3階

【 横 浜 事 務 所 】
〒221-0835

神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-23-2

TSプラザビル5階

【 名 古 屋 事 務 所 】
〒460-0008

愛知県名古屋市中区栄3-2-3

名古屋日興證券ビル6階

【大 阪 事 務 所】
〒530-0005

大阪府大阪市北区中之島2-2-2

大阪中之島ビル13階


